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８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 7月

情報通信
審議会

電気通信事業
政策部会

特別委員会

第１,２,３回
(10/12,16,26)

 ９月19日の「電気通信事業政策部会」において、「電気通信分野における競争ルール等の包括的検証に関する特

別委員会」を設置後、現在までに７回の主査ヒアリング（10月中に３回、11月中に４回）を実施。

検討スケジュール 2

諮問
8/23

部会
9/19 意見募集 中間答申案

とりまとめ

論点整理
報告書骨子案

第４回第１回
（10/4）

第２回
(11/7)

第３回
(12/4)

中間答申

事業者・団体等
ヒアリング

主査ヒアリング

提案募集

第7回
(11/29)

第6回
(11/27)

第5回
(11/22)

第4回
(11/12)

報告書案



主査ヒアリングの概要

事業者・団体名

１ 日本電信電話株式会社

２ ＫＤＤＩ株式会社

３ ソフトバンク株式会社

４ 楽天モバイルネットワーク株式会社

事業者・団体名

１ 株式会社ケイ・オプティコム

２ 株式会社インターネットイニシアティブ

３
一般社団法人日本インターネットプロバ
イダー協会

４
有識者（黒坂達也 慶應義塾大学大学
院政策・メディア研究科 特任准教授）

事業者・団体名

１
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社

２ アカマイ・テクノロジーズ合同会社

３ 株式会社東芝

４ 日本電気株式会社

10月16日(火) 10月26日(金)
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10月12日(金)

 2030年頃を見据えた電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証を行うに当たり、情報通信の発展の

動向を見据えた上での時代に即した電気通信事業の在り方の検討に資する特別委員会での議論に多様な意見を

反映する観点から、関係事業者・団体等に対し非公開でヒアリングを実施。

第１回 第２回 第３回

事業者・団体名

１
有識者（曽我部真裕 京都大
学大学院 法学研究科教授）

２ トヨタ自動車株式会社

３ 東日本旅客鉄道株式会社

４
東京電力パワーグリッド
株式会社

事業者・団体名

１ 株式会社AbemaTV

２ 日本マイクロソフト株式会社

事業者・団体名

１ LINE株式会社

２
一般社団法人インターネッ
トユーザー協会

３
株式会社日本レジストリ
サービス

11月22日(木) 11月27日(火)11月12日(月)

第４回 第５回 第６回

事業者・団体名

１ Apple Inc.

２ ヤフー株式会社

３ 日本テレビ放送網株式会社

11月29日(木)

第７回

※１ 第５回～第７回はネットワーク中立性に関する研究会及びプラットフォームサービスに関する研究会との合同開催。
※2 上記の他、米Facebook社より、書面（非公開）の提出があった。
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これまでの主な意見等

（第４回～第７回主査ヒアリング）



5

ネットワークビジョン



6ネットワークビジョン

主査ヒアリングにおける主な意見

 2030年に向けて以下のような変化が見込まれる。
① サイバー空間と実社会の空間とのシームレス化が一層進展
② インフラの制約が減少・不可視化し見えるのはサービスのみになることで、設備に着目して規律を行う電気通信事業法の

存在意義が問われる可能性
③ グローバル・プラットフォームの影響力がさらに増大
④ データ活用技術が進展し、個人の自律に対して影響を及ぼす可能性

サービスがより多様化した今日でも、何が「通信」であるかの機能的な把握は維持されるべき。機能的に等価なものについて
は同様の規律を行うことが、適切な立法裁量の行使として求められる。

曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授

クラウド間トラフィックの急増に伴い、マイクロソフト
社は世界最大規模の基幹ネットワークとクラウドイ
ンフラを構築・運用するなど、インターネットにおけ
るデータの流れが大きく変化。

オンラインサービス上で重要度を増すリアルタイム
ＡＩを推進するため、FPGA等を活用してネットワー
ク自体の計算処理能力を強化。結果として、クラウ
ドサービス、ネットワークサービス、ＡＩ基盤の一体
化が進みつつある。

日本マイクロソフト株式会社
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ネットワークの主な変化要素：５Ｇ



8ネットワークの主な変化要素：５Ｇ

主査ヒアリングにおける主な意見

一般社団法人インターネットユーザー協会

 ５Ｇにより自動運転の普及が期待されるところ、自動運転の活用が真に必要なのは地方部であるという点に留意し、５Ｇ
整備の在り方を検討すべき。

 ５Ｇの普及に伴いＩＳＰの弱体化を招かないように、ＩＳＰによる５Ｇ対応、ＭＶＮＯ参入等、適切な方策によって消費者に選
択の余地が残されるようにバランスを取る必要。

家庭内の多くのIoT機器が５Ｇに接続される可能性があるところ、どのような契約形態になりうるのかが不明であり、そのとき
に生じる課題等について検討しておくべき。
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各分野における通信ネットワークの活用・連携の進展



10各分野における通信ネットワークの活用・連携の進展

主査ヒアリングにおける主な意見

異なる要件に応じて、自社が保有する通信網や、最新技術・サービスを適材適所で採用し、効率的なネットワーク整備を志向。

公共インフラの持続性の観点から、今後は業界の垣根を越えた公共インフラの集約化・コンパクト化が加速すると想定。ス
マートメータネットワーク等の自社通信網や技術を他社へ提供することで、社会全体で効率的なネットワーク形成に貢献。

東京電力パワーグリッド株式会社



11各分野における通信ネットワークの活用・連携の進展（続き）

主査ヒアリングにおける主な意見

 コネクティッドカーが普及し、さらに１台あたりが取り扱うデー
タの種類やデータ規模が増加（例：車両の状態、車両周辺
のセンシングデータ等）することにより、コネクティッドカー全
体で取り扱われるデータ量は増加。

将来的には、モバイル網において大量のデータを処理す
るために、エッジコンピューティングを導入することが必要。

トヨタ自動車株式会社

約9,000kmの自営光ファイバネットワークを、業務シス
テムだけでなく、子ども見守りサービス等の提供にも
活用。

現在は、運転保安設備は専用ネットワーク、情報サービ
ス系設備は共用ネットワークを利用。将来的には鉄道
保安通信設備等における5G等の公衆通信の利用を
検討。

東日本旅客鉄道株式会社



12各分野における通信ネットワークの活用・連携の進展（続き）

主査ヒアリングにおける主な意見

インフラやデバイスの進歩と共に、これまでネット上では視聴
できなかったコンテンツが積極的にネット上に配信される時
代になり、オンデマンド中心だった動画視聴に加えて、リ
ニア配信の動画視聴のトラヒックが拡大する。

 トラヒックが増大する中で安定して配信を行うためには、より
通信ネットワーク全体に影響が少ないCDNアーキテクチャ
の実現が必要になる。

視聴者保護のため、専門のカスタマーサポート組織を組
成し対応しているほか、コメント欄に不快なコメント等がな
いか、24時間/365日体制で監視。

株式会社AbemaTV

日本テレビ放送網株式会社

動画配信インフラの安定化を図るため、自社グループ内で
一貫して動画配信のためのシステムを構築。

モバイル網の高度化を通じ、安定性、伝送速度、料金等の
面でモバイル端末での動画視聴の環境が近年整ってきて
おり、視聴数も増加。

 ５Ｇの普及に伴って想定されるトラヒック増に対して、コスト
負担等を踏まえた新たなビジネスモデルを検討する必要。
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プラットフォームサービスの進展



14

主査ヒアリングにおける主な意見

論点① プラットフォームサービスにおける利用者情報の取扱いについて

曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授

個人情報の広く深く継続的な収集と、ＡＩによるプロファイリン
グ等により、個人がプラットフォームによる影響を過度に受
けて操作され自律が脅かされる事態が生じうる。プライバ
シーの問題とプロファイリングの問題の結合、プロファイリ
ング・格付けによる個人の操作の問題、個人の排除（平
等）の問題にも留意されるべき。

プロファイリングの進展は個人が多様な情報に接する機会
を減少させ、自律能力の展開の阻害、民主政の前提とな
る公論の場の脆弱化（表現の自由の問題とも関連）となる
おそれがある。

国家による時代状況に応じた適切な規律が求められる。

 SNSは民間事業者のサービスであるが、多くの人々にとっ
て表現活動の重要な場となっている。

民間事業者が運営する場では、どのような表現を許容す
るかは、営業の自由の観点から自由であるはず。一方で、
ユーザの表現の自由の観点からは、民間事業者による管
理権限は制限されうるのではないか。

プラットフォームが問題のある表現を放置するような場合、
憲法上可能な範内で、国家がプラットフォームを規制する
ことも一般論としては否定されない。フェイクニュースやヘ
イトスピーチの問題はこの文脈に位置付けうる。

ネットワークにおける情報流通は、事業者の「フリーハンド」
による「民営化」されたコントロールの上で成り立っている。

この中で、有害コンテンツからの利用者の保護や高度化し
続けるセキュリティ上の脅威への対処にあたり、コンテンツ
管理や利用者情報の利用についてどのように適正化・透明
化を図るかは事業者にとっても課題。（右図は一例）

日本マイクロソフト株式会社



15論点① プラットフォームサービスにおける利用者情報の取扱いについて（続き）

主査ヒアリングにおける主な意見

 LINEの月あたりのアクティブユーザーは7,800万人以上で
あり、日本国内の「生活インフラ」として定着。

 LINE株式会社は、電気通信事業法における「通信の秘密」
を遵守し、ユーザー間のトーク内容の閲覧は行っていない。

また、ユーザデータの取扱いや利用に関する基本的な方針
としてプライバシー原則を公表するとともに、技術及び社
内制度の両面で厳格なユーザデータの管理を実施。

仮に事業者間でユーザデータの取扱いに関し法令適用に
差異があるのであれば、公正競争の観点から是正すべき。

LINE株式会社

ヤフー株式会社

各産業においてデータとＡＩの利活用が進展する中で、海外
事業者はメール等の情報から様々な新規のサービスを生
み出している。

ヤフー株式会社においても様々なデータの利活用を進め
ているが、その際には利用目的等を平易明確にして利用
者から同意を取得している。

データ利活用のルールにおいて海外事業者との間で差が
生じ、国内事業者に不利益な競争環境が生じているおそ
れがあり、通信の秘密に関する規律についてイコールフッ
ティングを図るべき。



16論点① プラットフォームサービスにおける利用者情報の取扱いについて（続き）

主査ヒアリングにおける主な意見

Apple Inc.

プライバシーは基本的人権のひとつであり、顧客のプライバシー保護はかつてないほど重要となっている。

プライバシー保護に関し、①個人データ収集の最小化、②デバイス上での処理、③透明性とコントロール、④セキュリティ、
の４つの柱で取り組み。

その実例として、Apple社の地図アプリ、アプリストア、パーソナルアシスタント、ウェブブラウザ等におけるプライバシーの取扱い
や、ウェブブラウザにおけるトラッキング防止機能等の最新技術について説明。

各種のIoTデバイスにおいても多数のプライバシー問題が生じていることから、製品設計の初期段階で対策を組み込み、プラ
イバシーへの影響を最小化することが重要。



17論点② ネットワーク中立性

主査ヒアリングにおける主な意見

インターネットアクセスは社会生活を営む上で不可欠な
インフラであり、事業者はその維持向上に対して責任を
担っているという観点からも、ネットワーク中立性の問題
を捉えるべき。

日本マイクロソフト株式会社 ヤフー株式会社

ネットワーク中立性の問題について、インフラ投資やトラン
ジット契約等により、既に適切に負担しているところであ
り、新たに追加的、一方的な負担が求められることには
反対。

一般社団法人インターネットユーザー協会

サービス事業者やプラットフォーマが自社の広告宣伝や自社サービスへの優先的接続等を目的としてモバイルサービスを提供
する可能性がある中で、ネットワークの中立性や通信の秘密、公平性を担保するため、市場全体において、特定のサービス
が不当に排除されていないかなど、俯瞰的な評価が必要。
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主査ヒアリングにおける主な意見

曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授

グローバルなプラットフォームは、国家とは別に個人を把
握する巨大な中間団体となりつつあり、サイバー空間と実
社会の空間とのシームレス化が進展する中、プラットフォー
ムがより全人格的に個人を把握する可能性がある。

プラットフォーム・個人・国家の三面関係の中では、国民に
対して日本国憲法上の価値（人権保障など）を保障し、そ
のために規制等を行う国家の働きが求められるのではな
いか。

イコール・フッティング問題は、国内外の事業者の公正競
争のためのみならず、個人の権利・自由の保障の観点か
らも重要。

論点③ 法のイコールフッティング

プラットフォームの濫用的振る舞いは競争環境下では抑制
される可能性があり、個人の自由の保障の観点からも競争
を促進する規制が一定程度有効。他方、それでも不十分
な場合には、直接規制や、直接・間接規制の組み合わせ
もありうる。

グローバルプラットフォームの規制を視野に入れた場合、
法律の規律密度を向上させた上で、共同規制の在り方を
探るなど、行政の在り方もよりそれに適したものに転換を
図る必要があるのではないか。

仮に事業者間でユーザデータの取扱いに関し法令適用に差異があるのであれば、公正競争の観点から是正すべき。

LINE株式会社（再掲）

ヤフー株式会社（再掲）

データ利活用のルールにおいて海外事業者との間で差が生じ、国内事業者に不利益な競争環境が生じているおそれがあり、
通信の秘密に関する規律についてイコールフッティングを図るべき。
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平成２７年電気通信事業法改正の３年後見直しについて



20平成27年電気通信事業法改正の３年後見直しについての論点

主査ヒアリングにおける主な意見

 DNSの安定運用については、従前より、自社の取組や業界・
コミュニティと連携した取組を実施。

平成27年電気通信事業法改正により、特定ドメイン名電気
通信役務として安定性・透明性に関する新たな義務が生じ
たものの、大きな負担とはならない範囲で対応している。

従来の民間の自律的な取組に加え、国民や行政の視点か
ら、安心して利用できるインターネット環境を確保するため
の規律として、電気通信事業法は相互補完の役割を担っ
ている。

株式会社日本レジストリサービス
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